
社会福祉法人　福島県社会福祉協議会

福島県福祉・介護人材緊急支援事業（職場体験事業）実施フローチャート
○目的：福祉・介護の仕事に関心を有する者に対して、職場を体験する機会を提供し、実際の職場の雰囲気やサービス内容などを直接知ることができる環境を
つくり、福祉分野への人材の参入を促進することを目的とする。

体験申込者 県社協 　　事業実施案内 実施施設
　　対象者 　　対象施設・事業所
　・福祉、介護の仕事に関心を ①体験受入施設登録 　福島県内の社会福祉施設、

　　有する者。 　　リストにより案内 　　　登録施設リスト 　介護保険法・障害者自立支

　・社会福祉施設、事業所等に 　　　作成 様式１　事業所登録票 　援法に基づく指定事業所等

　　就職を希望する者。

　・参加条件

　　（資格不問、給与無給、1人 ②体験申し込み ③受入れ調整依頼
　5日以内、1人1回限り、資格 　　申込者の体験履歴 　　受入れ日程調整
　取得の実習や他制度事業の 様式２　職場体験申込書 　　等を確認
　体験は対象外、採用内定者

　の実習対象外） ⑤体験可能等連絡調整 ④受入れ可能等連絡調整
　実施施設と体験申込者
　の日程等最終調整

⑦体験決定 ⑥受入れ依頼確定
　体験決定による準備 　職場体験・受入れの 　体験受入れ決定による
　TEL等により実施施設 様式３－①　決定通知書 　確定 様式３　紹介票 　受入体制等の調整
　への連絡 別途留意事項等の通知 　体験に伴う保険加入

　　

職場体験の実施 　≪期間：5日以内（1日6時間程度）≫

　　体験終了 ⑧体験報告書の提出 　　体験者の報告書の
　　体験報告書作成 　　取りまとめ。

様式６　職場体験報告書

　　上・下半期ごとに
　　受入費用請求等を

⑨受入費用請求書提出 　　提出
　　請求期間

　受入費用請求を受け 様式４　受入費用請求書 　　上半期10/1～10/15
　た日から30日以内に 様式５　実績報告書 　　下半期2/15～2/28
　実施施設に支払い 様式６　職場体験報告書

　（日数×5,000円）
⑩経費の支払い


